
新型コロナウイルス感染症を踏まえた  
⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付が⾏われます 
―3 ⽉ 25 ⽇（⽔）より全国の市区町村社協において受付開始― 
 
 新型コロナウイルス感染症による経済への影響による休業等が発⽣しており、これらへの政府の対応
として令和２年３⽉１０⽇に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策―第２弾―」がまとめら
れ、このなかで、新型コロナウイルス感染症の影響により、収⼊減少があった世帯の資⾦需要に対応する
ため、都道府県社協を実施主体とする⽣活福祉資⾦貸付制度の特例貸付を⾏うこととなりました。 

社会福祉協議会では、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡⼤し、新型コロナウイルス感染症の影響に
より休業や失業等によって⽣活資⾦の必要な⽅がたに対して、緊急⼩⼝資⾦等の貸付を実施します。 

3 ⽉ 25 ⽇（⽔）より、全国の市区町村社会福祉協議会で受付を開始します。 
 
 

特例貸付の概要 

 



 
 
 

※本貸付に関する Q&A はこちらからご確認いただけます。 

 
詳細は、各都道府県社協のホームページ⼜はお近くの市区町村社会福祉協議会にお問合せください。 
都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ（リンク集） 

https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikinQA.pdf
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

